
 

水戸・勝田都市計画土地区画整理事業の変更（ひたちなか市決定） 

 

都市計画佐和駅東土地区画整理事業を次のように変更する。 

 

名   称 佐 和 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業 

面   積 約 ５６．７ｈａ 

公

共

施

設

の

配

置 

道  路 

種  別 名   称 幅員 延長 備    考 

幹線街路 

3・3・ 33 号 東中根高場線 25ｍ 
約 360ｍ 

（施行区域内） 

平成12年8月 7日 県告第924号 

（全長 約9,580ｍ） 

3・3・ 37 号 

 佐和停車場高野線 

（佐和駅東口交通広場 

約 6,000 ㎡を含む） 

25ｍ 
約 460ｍ 

（施行区域内） 

平成10年5月14日 県告第564号 

（全長 約 930ｍ） 

3・5・ 45 号 勝田佐野線 15ｍ 
約 1,130ｍ 

（施行区域内） 

平成10年5月14日 県告第564号 

（全長 約8,540ｍ） 

3・4・151 号 高場高野線 16ｍ 
約  970ｍ 

（施行区域内） 

平成10年5月14日 県告第564号 

（全長 約1,400ｍ） 

都市計画道路を道路網の幹線とし，区画道路においては，幅員１２ｍ～５ｍを適正に配置することによ

り通過交通を排除するとともに，生活道路としての機能を確保する。また，街路事業によりＪＲ佐和駅

の東側と西側を連絡する自由通路を整備し，利便性の向上と円滑な歩行者導線による安全な歩行空間を

確保する。 

公園及び

緑  地 
近隣公園を１箇所，街区公園を３箇所設置し，総面積は施行区域の３％以上確保する。 

その他の

公共施設 

上水道については，市の上水道事業により整備する。 

汚水については，那珂久慈流域下水道関連北部公共下水道事業による排水施設の整備により処理す 

る。また，雨水については，地区南側は公共下水道の雨水幹線に放流し，地区北側は調整池を１箇所 

整備し貯留後既存の水路へ放流する。 

宅地の整備 

１．土地利用計画：駅周辺については，商業・サービス機能や文化教養機能が集積する土地利用とす 

る。また，幹線道路沿いについては，沿道サービス施設の立地も可能な土地利用 

とし，その他については中高層住宅を中心とする住宅地とする。 

２．街区の規模：標準は長辺約１００ｍ～１５０ｍ，短辺約４０ｍ～５０ｍとする。 

３．宅地の整地：全体的に平坦な地形であるため，排水を考慮した道路計画高に合わせ小規模な切 

盛を伴う整地を行う。 

 

「施行区域は，計画図表示のとおり」 

 

理由 公共施設の配置等を含めた土地利用計画を見直すことにより，土地区画整理事業の早期完了及び 

合理的な土地利用を図るため，都市計画を変更する。 


